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Appendix-3 

セミナー参加者リスト 

 

１．第１回セミナー（2009 年 2 月 17 日） 

２．第 2 回セミナー（2009 年 8 月 6 日） 



No Name Title-Position Company/Organization
1 H.E. Suy Sem Minister MIME
2 H.E. Dr. Ith Praing Secretary of State MIME
3 H.E. Khlaut Randy Secretary of State MIME
4 H.E. Dr. Ty Norin Chairman EAC
5 H.E. Say Pirum Under Secretary of State MIME
6 H.E. Tun Lean General Director MIME
7 Dr. Bun Narith Deputy General Director MIME
8 Mr. Hul Kunvuth Exective Director EAC
9 Mr. Much Chhun Horn Director MIME
10 Mr. Touch Sovanna Director MIME
11 Mr. Heng Kunleang Director MIME
12 Mr. Tan Sokchea Director MIME
13 Mr. Theng Marith Director EAC
14 Mr. Ros Chenda Director EDC
15 Mr. Nong Sareth Deputy Director MIME
16 Mr. So Veasna Deputy Director MIME
17 Mr. Aun Hemrith Deputy Director EDC
18 Mr. Chea Narin Chief Office MIME
19 Mr. Phan Bunthoeun Chief Office MIME
20 Ms. San Vibol Chief Office MIME
21 Mr. Pan Narith Deputy Chief Office MIME
22 Mr. He Sam Ol Deputy Chief Office MIME
23 Mr. Leang Khemrith Deputy Chief Office MIME
24 Mr. Heav Chanvisal Chief Section EDC
25 Mr. Teng Saroeun Chief Section EAC
26 Mr. Suon Ponnarith Staff EAC
27 Mr. Kim Nhan Chan Amrin Deputy Chief MIME
28 Ms. Horn Naren Staff MIME
29 Mr. Chi Chanraksmei Staff MIME
30 Mr. Son Davin Staff MIME
31 Mr. Touch Vuthy Staff EAC
32 Mr. Chheng Bunthy Staff EAC
33 Mr. Pich Siyun Director DIME, Koh Kong

34 Mr. Seng Bunthol
(On behalf of Mr. Mao

Chief of Energy of office
(On behalf of Director) DIME, Pursat

35
Mr. Ros Visith
(On behalf of Mr. Chui
Chheang)

Chief of Energy of office
(On behalf of Director) DIME, Battambang

36
Mr. Hun Buntham
(On behalf of Mr. Hem
Vanthan)

Deputy Director
(On behalf of Director) DIME, Rattanak Kiri

37 Mr. Kong Pisith Director DIME, Mondul Kiri

38 Mr. Ny Chhon
(On behalf of Mr. Iv

Deputy Director
(On behalf of Director) DIME, Kratie

39 Mr. Chhun Hin Director DIME, Kampot
40 Mr. Pheng Chea Director DIME, Stung Treng

List of Participants of the First Seminar

The 1st Seminar on the SREPTS for Hydropower
in Phnom Penh Hotel, date 17 February 2009
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No Name Title-Position Company/Organization
41 Ms. Bun Voaddhana KENERTEC (Korea)
42 Mr. Nam Thang Deputy General Director EVN International
43 Mr. Van Tuan Director of Envi EVN International
44 Mr. Zhu Yu Fang Director Gui Guan Power(GGEP)
45 Dr. Tian Ming Tun Engineer GGEP
46 Ms. Srun Im Chief-Officer MOE (Ministry of Environment)
47 Mr. Rajasekoren Representative Boving Farerb

48 Dr. Lois Pinit Deputy Chief of psen MEF (Ministry of Economy and
Finance)

49 Mr. Lor Sathya Chief Secretary MIME

50 Mr. Lieng Sopha Deputy Director MAFF (Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries)

51      Do Van Duc Deputy Project Manager IECCL

52 Mr. Leang Monirith Chief Officer
MLMUPC (Ministry of Land
Management, Urban Planning
and Construction)

53 Mr. Nuon Pichnimik Deputy Director MRD (Ministry of Rural
Development)

54 Mr. Heng Salpiseth Program Officer JICA Cambodia Office

55 Mr. Zheng Hansong Assistant President CHMC(China Heavy Macinary
Cooperation)

56 Mr. Hang Choeun Chief Officer MPWT (Ministry of Public
Wort and Transport)

57      So Sopheas Director CNMC (Cambodia National
Mekhong Committee)

58 Mr. Liu Wen Tian Director CSG/GXZD
59 Mr. Fu Zhiping Vice Director CSG (China Southern Grid
60 Mr. Huang Yu Qian Vice President CSG
61      Yi Yingzhang Director C.H.D. 
62      Wuning Chang Engineer C.H.D.
63      Hong Jong Chul Managing Director KTC Cable (Korea)
64      Hak Sok Chamreun Manager KTC Cable
65 Mr. Sim Desmond Director Camdara (Singapore)
66 Mr. Nhem Sovann Aftermarket Manager DKSH (Combodia) Ltd
67      Chhim Chankroesna Staff NETi
68 Mr. Kobayashi Yukiharu Deputy Resident JICA Cambodia Office

69 Mr. Miyake Shigeki Assistant Resident
Representative JICA Cambodia Office

70 Mr. Washizawa Takeshi Expert to MIME JICA
71 Mr. Nakamura Shigeru Team Leader JICA Study Team
72 Mr. Mizuhashi Yutaro Member JICA Study Team
73 Mr. Butsuhara Hajime Member JICA Study Team
74 Mr. Morishita Hideaki Member JICA Study Team
75 Mr. Tsuchiya Eiji Member JICA Study Team
76 Ms. Ohashi Hitomi Member JICA Study Team
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KINGDOM OF CAMBODIA 
Nation Religion King 

****** 
List of Attendants  
The Second Seminar  

on the Specific Requirement 
 for Electric Power Technical Standards for Hydropower  

on 06 August 2009  
at Phnom Penh Hotel  

Phnom Penh, Cambodia 
 

No Name Title – Position Organization 
/ Company 

Remarks 
I- Ministry of Industry, Mines and Energy 

1 H.E Dr. Ith Praing Secretary of State MIME  
2 H.E. Khlaut Randy Secretary of State MIME  
3 H.E. Say Pirum Under Secretary of State MIME  
4 Dr. Bun Narith  Deputy General Director MIME  
5 Mr. Victor Jona Deputy General Director MIME  
6 Ms. Pouv Voroleak Deputy General Director MIME  
7 Mr. Much Chhun Horn Director MIME  
8 Mr. Touch Sovanna Director MIME  
9 Mr. Heng Kunleng Director MIME  

10 Mr. Nong Sareth Deputy Director MIME  
11 Mr. Chiv Hour Deputy Director MIME  
12 Mr. So Veasna Deputy Director MIME  
13 Mr. On Vuthy Deputy Director MIME  
14 Mr. Chea Narin Chief Office MIME  
15 Mr. Phan Bunthoeun Chief Office MIME  
16 Ms. San Vibol Chief Office MIME  
17 Mr. Pan Narith Deputy Chief Office MIME  
18 Mr. He Sam Ol Deputy Chief Office MIME  
19 Mr. Leang Khemrith Deputy Chief Office MIME  
20 Mr. Kim Nhan Chan Amrin Deputy Chief Office MIME  
21 Mr. Pen Sameth Staff MIME  
22 Mr. Sem Nisseth Staff MIME  
23 Ms. Horn Naren Staff MIME  
24 Mr. Seng Kimrithy Staff MIME  
25 Mr. Hean Veasna Staff MIME  
26 Mr. Chy Chan Raksmy Staff MIME  
27 Mr. Sun Davin Staff MIME  
28 Mr. Bun Vichet Staff MIME  
29 Mr. Chea Piseth Staff MIME  
30 Mr. Ngeth Bora Staff MIME  
31 Mr. Thay Piseth Staff MIME  
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No Name Title – Position Organization 
/ Company 

Remarks 
II- Provincial Department of Industry, Mines and Energy 

32 Mr. Pich Siyun Director DIME, KK  
33 Mr. Mao San Director DIME, Pusat  
34 Mr. Chui Chheng Director DIME, BB  
35 Mr. Hem Vanthan Director DIME, RK  
36 Mr. Kong Pisith Director DIME, MK  
37 Mr. Iv Samith Director DIME, Kratie  
38 Mr. Chhun Hin Director DIME, Kampot  
39 Mr. Pheng Chea Director DIME, ST  

III- EDC 
40 H.E. Chan Sodavath Deputy Managing Director EDC  
41 Mr. Ros Chanda Director EDC  
42 Mr. Nou Sokhon Rady Director EDC  
43 Dr. Praing Chulsa Director EDC  
44 Mr. Oun Hemrith Deputy Director EDC  
45 Mr. Om Piseth Deputy Director EDC  
46 Mr. Heav Chanvisal Chief Section EDC  
47 Mr. Pen Pha Chief Office EDC  

IV- EAC 
48 H.E. Dr. Ty Norin Chairman EAC  
49 Mr. Hul Kunvuth Executive Director EAC  
50 Mr. Teng Marith Director EAC  
51 Mr. Teng Saroeun Chief Office EAC  
52 Mr. Chheng Bunthy Chief Section EAC  
53 Mr. Suon Ponnarith Staff EAC  

V- Concern Ministries 
54 Mr. Oum Borith Deputy Director General MLMUPC  
55 Mr. Duong Samkeat Deputy Director MOE  
56 Mr. Nhan Hong (Representative) MRD  
57 H.E. Long Seravath General Director  MOWRAM  
58 Mr. Hang Choeun Chief Director  MPWAT  

VI- Private Company 
59 Mr. Ngoyun Nam Thang Deputy Director General EVNE Vietnam 
60 Mr. Nguyen Phu Xuan International Dept EVNE Vietnam 
61 Mr. Duong Nhac Hen Technical Dept EVNI Vietnam 
62 Mr. Yi Ying Zhong (Representative) C.H.D China 
63 Ms. Yuan Yuem (Representative) CHMC China 
64 Mr. Xu Li Lin (Representative) CHMC China 
65 Mr. Desmond Sim Director Camdara Singapore 
66 Mr. Phan Bin Miar (Representative) Camdara Singapore 
67 Mr. Nam Sovarrn (Representative) Camdara Singapore 
68 Mr. Whring Chang (Representative) (blank)  
69 Mr. Hon Guang Zoco (Representative) (blank)  
70 Mr. Na Huu Chunh (Representative) PECC1(EVN) Vietnam 
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No Name Title – Position Organization 
/ Company 

Remarks 
71 Mr. Cao Thi Thu yen (Representative) PECC1(EVN) Vietnam 
72 Mr. Dang Thanh Long (Representative) PECC1(EVN) Vietnam 
73 Mr. Vn Van Duang (Representative) PECC1(EVN) Vietnam 
74 Mr. Dau Duc Nham (Representative) PECC2(EVN) Vietnam 
75 Mr. Bui Viet Cugug (Representative) PECC2(EVN) Vietnam 
76 Mr. Liu Wenjian (Representative) CSG Chin 
77 Mr. So Nam (Representative) IFRe  
78 Mr. Chaeng Rhon (Representative) IFRudi  
79 Mr. Chim Sokhum (Representative) NDKE  

VII- Embassy of Japan, JICA and Consultant Team 
80 Mr. MURAKAMI  Yusuke Senior Representative JICA Cambodia 

Office  

81 Mr. SHINODA Takanobu Representative JICA Cambodia 
Office  

82 Mr. HENG Saphiseth Representative JICA Cambodia 
Office  

83 Ms. MIYATA Chiyoko Associate Expert JICA 
Headquarters  

84 Mr. NAKAMURA Shigeru Team Leader JICA Team  
85 Mr. MIZUHASHI Yutaro Member JICA Team  
86 Mr. BUTSUHARA Hajime Member JICA Team  
87 Mr. MORISHITA Hideaki Member JICA Team  
88 Mr. SHINODA Ryuichi Member JICA Team  

 



Appendix-4 

水力 SREPTS（案）概要版 



電力技術基準細則(水力)案 概要版 

電力技術基準細則(水力)(案) 

(Draft SREPTS for Hydropower) 
 

概要版 
 

Part-1 一般規定 

Chapter 1 一般規定 

Article 1. 定義 

水力 SREPTS において特別な意味で使用されている重要な用語を定義

している。 

Article 2. 技術基準の目的 

水力 SREPTS 制定の目的を記述している。 

Article 3. 適用範囲 

水力 SREPTS が適用される設備、調査、組織について記述している。 

Article 4. 適用可能な他の基準 

水力 SREPTS で規定されない事項に適用される他の技術基準について

記述している。 

Chapter 2 特記規定 

Section 1 事業実施のための要求事項 

Article 5. 主任技術者の任命 

主任土木技術者や主任電気技術者の任命に関する要求事項について記

述している。 

Article 6. 環境保全 

環境保全に関する既存の法令について記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 7. 技術基準に適合させるための改善措置 

SREPTS に適合させるための改善措置について記述している。 

Article 8. 報告義務 

報告義務に関する要求事項について記述している。 

Article 9. 安全および技能研修 

関連する人員や組織の安全および技能研修について記述している。 

Section 2 適用除外 

Article 10. 小規模水力の除外 

安全および地方電化の推進の観点から小水力に対して SREPTS の適用

を除外する場合の規定について記述している。 

Article 11. 実施中の水力計画の除外 

実施中の水力計画に対して SREPTS の適用を除外する場合の規定につ

いて記述している。 

Article 12. 既設の水力設備の除外 

既設の水力発電設備に対して SREPTS の適用を除外する場合の規定に

ついて記述している。 

Article 13. 除外の例外 

除外規定が適用される場合でも、報告や点検の義務は除外の対象とな

らないことについて記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Part-2 土木設備および水門鉄管設備 

Chapter 3 一般条項 

Article 14. 定義 

Part2 において特別な意味で使用されている重要な用語を定義してい

る。 

Chapter 4 基本的要求事項 

Article 15. ダムの非越流部からの越流の防止 

ダム堤体の非越流部からの越流を防止するために、洪水吐を設置する

ことおよび十分な余裕高を取ることについて記述している。 

Article 16. ダムの安定 

ダム堤体の安定を維持するために必要な事項について記述している。 

Article 17. 水路等の構造物の安定 

電力の安定供給や公共の安全のために水路等の構造物に求められる性

能について規定している。 

Article 18. 発電所等の構造物の安定 

電力の安定供給や公共の安全のために発電所等の構造物に求められる

性能について規定している。 

Article 19. 貯水池周辺斜面への損害の防止 

電力の安定供給や公共の安全のために貯水池周辺斜面に求められる性

能について規定している。 

Article 20. 上下流域への被害の防止 

上下流域への被害を防止するためにダムおよび貯水池に求められる性

能について規定している。 

Chapter 5 ダム 

Section 1 共通事項 

Article 21. 設計洪水 

設計洪水の設定方法について記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 22. 基本水位 

ダムの設計等に用いられる貯水池の基本水位について記述している。 

Article 23. 余裕高 

ダムの非越流部の余裕高について記述している。 

Article 24. 荷重 

ダムの設計において考慮すべき荷重について記述している。 

Article 25. ダム基礎 

ダムの安定のために基礎に求められる事項について記述している。 

Article 26. 監視および点検 

常時および非常時のダムの監視および点検項目について記述している。 

Section 2 コンクリートダム 

Article 27. コンクリート材料 

ダムの安定のためにコンクリート材料に求められる事項について記述

している。 

Article 28. コンクリートダムの基礎 

ダムの安定のために基礎に求められる事項について記述している。 

Article 29. 応力 

ダムの安定のために必要な堤体の許容応力について記述している。 

Article 30. コンクリート重力ダムの安定 

コンクリート重力ダムの安定条件について記述している。 

Article 31. アーチダムの安定 

アーチダムの安定条件について記述している。 

Article 32. コンクリートダム堤体の詳細 

コンクリートダム堤体の詳細構造に関する要求事項について記述して

いる。 

Article 33. コンクリートダム堤体の温度規制 

堤体コンクリート打設時の温度規制について記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Section 3 フィルダム 

Article 34. 堤体材料 

ダムの安定のために堤体材料に求められる事項について記述している。 

Article 35. フィルダムの基礎 

ダムの安定のために基礎に求められる事項について記述している。 

Article 36. フィルダムの安定 

フィルダムの安定条件について記述している。 

Article 37. 堤体への放流設備等の設置の制限 

フィルダム堤体内を貫通する設備の設置の制限について記述している。 

Article 38. フィルダムの特別規定 

フィルダムの各型式に対する要求事項について記述している。 

Section 4 洪水吐およびその他の放流設備 

Article 39. 洪水吐 

放流能力、設置位置、機能等の洪水吐の設計に関する要求事項につい

て記述している。 

Article 40. 洪水吐ゲートおよび付帯設備 

耐久性、応力条件、材料等の洪水吐ゲートおよび付帯設備の設計に関

する要求事項について記述している。 

Article 41. その他の放流設備 

その他の放流設備の設計に関する要求事項について記述している。 

Chapter 6 水路 

Article 42. 共通事項 

水路の設計において、その強度、機能や材料に関して要求される共通

規定について記述している。 

Article 43. 取水口 

取水口の設計における、その強度、機能や構造に関する技術的要求事

項について記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 44. 沈砂池 

沈砂池の設計における、その強度、機能や構造に関する技術的要求事

項について記述している。 

Article 45. 導水路 

導水路の設計における、その強度、機能や構造に関する技術的要求事

項をについて記述している。 

Article 46. ヘッドタンク 

ヘッドタンクの設計における、その強度、機能や構造に関する技術的

要求事項について記述している。 

Article 47. サージタンク 

サージタンクの設計における、その強度、機能や構造に関する技術的

要求事項について記述している。 

Article 48. 鉄管路 

各種鉄管路の設計における、その強度、機能や構造に関する技術的要

求事項について記述している。 

Article 49. 放水口 

放水路の設計における、その強度、機能や構造に関する技術的要求事

項について記述している。 

Article 50. ゲート、バルブおよび付属設備 

ゲート、バルブおよび付属設備の設計における、その強度、機能や構

造に関する技術的要求事項について記述している。 

Chapter 7 発電所およびその他の設備 

Article 51. 発電所構造物 

発電所構造物の設計における、その強度や構造に関する技術的要求事

項について記述している。 

Article 52. その他構造物 

発電所のその他設備の設計に関する技術的要求事項について記述して

いる。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Chapter 8 貯水池 

Article 53. 地すべりの防止 

貯水池周辺斜面の地すべりを防止するために必要な技術的事項につい

て記述している。 

Article 54. 堆砂および水質 

貯水池の堆砂や水質悪化の防止のために必要な技術的事項について記

述している。 

Chapter 9 下流域 

Article 55. 下流への放流の制限 

下流域への被害を防止するために放流に課せられる制限について記述

している。 

Article 56. 放流設備 

放流設備に要求される技術的事項について記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Part-3 電気設備 

Chapter 10 一般条項 

Section 1 用語の定義 

Article 57. 用語の定義 

SREPTS において特別な意味で使用されている重要な用語を定義して

いる。 

Article 58. 電圧の種別 

電圧の種別を記述している。 

Section 2 保安原則 

Article 59. 電気設備における感電・火災等の防止 

電気設備による感電・火災等の防止について記述している。 

Article 60. 電路の絶縁 

電路の絶縁について記述している。 

Article 61. 電線等の断線の防止 

電線・ケーブル等、通常の使用状態において断線しないよう施設する

ことを記述している。 

Article 62. 電線の接続 

電線等を接続するにあたって、接続部分の電気抵抗の増加および絶縁

性能の低下等をしないように接続することを記述している。 

Article 63. 電気機械器具の機械的強度 

電気機械器具は、通常の使用状態において、電気機械器具に発生する

熱に耐えることを記述している。 

Article 64. 高圧・中圧電気機械器具の危険の防止 

高圧・中圧の電気機械器具に取扱者以外の者が容易に触れるおそれが

ないように施設することを記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 65. 電気設備の接地 

異常時の電圧上昇および高電圧の侵入による感電・火災・その他人体

等へ危害をおよぼさないよう適切な場所に接地することを記述してい

る。 

Article 66. 電気設備の接地の方法 

電気設備の接地方法について記述している。 

Article 67. 高圧・中圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止 

高圧・中圧電路等に結合する変圧器について、電気設備への損傷・感

電および火災等のおそれがないよう当該変圧器へ接地することを記述

している。 

Article 68. 高圧・中圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限 

高圧・中圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限について記述して

いる。 

Article 69. 過電流からの電線および電気機械器具の保護対策 

過電流による過熱損傷からの電線および電気機械機器の保護として、

過電流遮断器を施設することを記述している。 

Article 70. 地絡に対する保護対策 

地絡による電線および電気機械機器の損傷・感電・火災等を防ぐため

に、地絡遮断器を施設することを記述している。 

Article 71. 電気設備の電気的・磁気的障害の防止 

電気設備が他の電気設備等に電気的および磁気的な障害を与えないよ

うに施設することを記述している。 

Article 72. 高周波利用設備への障害の防止 

高周波利用設備は、他の高周波利用設備に障害をおよぼさないように

設置しなければならないことを記述している。 

Article 73. 電気設備による供給支障の防止 

高圧・中圧電気設備は、その損壊により一般電気事業者の電気の供給

に支障をおよぼさないように施設することを記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Section 3 公害等の防止 

Article 74. 公害等の防止 

水力発電所等は、「カ」国の環境法規に適合することを記述している。 

Chapter 11 水力発電所の電気機械器具 

Section 4 絶縁性能 

Article 75. 一般電力用変圧器の絶縁性能 

一般電力用変圧器の電路の絶縁性能について記述している。 

Article 76. 交流電路の接続する電気機械器具の絶縁性能 

交流電路に接続する電気機械器具の絶縁性能について記述している。 

Article 77. 直流電路に接続する電気機械器具の絶縁性能 

直流電路に接続する電気機械器具の絶縁性能について記述している。 

Article 78. 回転変流機および整流器の絶縁性能 

回転変流機および整流器の絶縁性能について記述している。 

Section 5 熱的強度 

Article 79. 水車軸受の熱的強度 

水車軸受の最高許容温度について記述している。 

Article 80. 回転機の熱的強度 

空気を冷却媒体とする回転機の定格負荷状態における最高許容温度に

ついて記述している。 

Article 81. 一般電力用変圧器の熱的強度 

油入変圧器の定格負荷状態における最高許容温度について記述してい

る。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 82. 交流遮断器の熱的強度 

交流遮断器の定格負荷状態における最高許容温度について記述してい

る。 

Article 83. 断路器の熱的強度 

断路器の定格負荷状態における最高許容温度について記述している。 

Article 84. ガス絶縁開閉装置の熱的強度 

ガス絶縁開閉装置の定格負荷状態における最高許容温度について記述

している。 

Article 85. 負荷開閉器の熱的強度  

負荷開閉器の定格負荷状態における最高許容温度について記述してい

る。 

Article 86. 電力ヒューズの熱的強度 

電力ヒューズの定格負荷状態における最高許容温度について記述して

いる。 

Article 87. コンデンサ形計器用変圧器の熱的強度 

コンデンサ形計器用変圧器の定格負荷状態における最高許容温度につ

いて記述している。 

Article 88. 計器用変成器の熱的強度 

計器用変成器の定格負荷状態における最高許容温度について記述して

いる。 

Article 89. ブッシングの熱的強度 

ブッシングの定格負荷状態における最高許容温度について記述してい

る。 

Article 90. 金属閉鎖型スイッチギヤおよびコントロールギヤの熱的強度 

金属閉鎖型スイッチギヤおよびコントロールギヤの最高許容温度につ

いて記述している。 

Article 91. 母線および接続導体の熱的強度 

母線および接続導体の最高許容温度について記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 92. 電力ケーブルの熱的強度 

電力ケーブルの最高許容温度について記述している。 

Section 6 構造・性能・施設条件等 

Article 93. 負荷開閉器および断路器の構造・性能・施設条件等 

負荷開閉器および断路器の構造・性能・施設条件等について記述して

いる。 

Article 94. 中性点設備の構造・性能・施設条件等 

中性点設備の構造・性能・施設条件等について記述している。 

Article 95. 避雷器の構造・性能・施設条件等 

避雷器の構造・性能・施設条件等について記述している。 

Article 96. 配電盤および閉鎖配電盤の構造・性能・施設条件等 

配電盤および閉鎖配電盤の構造・性能・施設条件等について記述して

いる。 

Article 97. ガス絶縁機器の構造・性能・施設条件等 

ガス絶縁機器の構造・性能・施設条件等について記述している。 

Article 98. 母線および接続導体の構造・性能・施設条件等 

母線および接続導体の構造・性能・施設条件等について記述している。 

Article 99. 水車の構造・性能・施設条件等 

水車の構造・性能・施設条件等について記述している。 

Article 100. 入口弁の構造・性能等 

入口弁の構造・性能等について記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Chapter 12 諸装置 

Section 7 接地工事 

Article 101. 接地工事の種類 

接地工事の種類および接地抵抗値について記述している。 

Article 102. 電気機械器具等の接地 

電気機械器具等の接地について記述している。 

Article 103. 接地線の種類 

接地線の種類について記述している。 

Article 104. 接地極および接地線の布設等 

接地極の近傍における危険防止・接地線の熱的強度等について記述し

ている。 

Section 8 圧油装置および空気圧縮装置 

Article 105. 圧油タンクの容量 

水車発電機に使用する圧油タンクの容量について記述している。 

Article 106. 空気タンクの容量 

開閉器または遮断器に使用する空気タンクの容量について記述してい

る。 

Article 107. 圧油装置および空気圧縮装置の耐圧性能 

圧油装置および空気圧縮装置の圧力をうける部分の耐圧性能について

記述している。 

Article 108. 圧油装置および空気圧縮装置の安全弁および圧力計 

圧油装置および空気圧縮装置に取り付ける安全弁および圧力計につい

て記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 109. 圧油装置および空気圧縮装置の圧力回復装置 

圧油装置および空気圧縮装置に圧力回復装置を設けることについて記

述している。 

Section 9 その他 

Article 110. 巡視通路における保護さく等 

取扱者が容易に露出充電部分に触れないよう巡視通路に保護さく等を

施設することを記述している。 

Article 111. 高圧・中圧母線の相表示および接続状態表示装置 

高圧・中圧母線の相および接続状態表示を見やすいところに表示する

ことを記述している。 

Article 112. 小動物侵入防止装置の施設 

小動物による事故発生を防ぐために小動物進入防止装置を施設するこ

とを記述している。 

Article 113. 非常用予備電源の施設 

停電時に使用する非常用予備電源の施設について記述している。 

Chapter 13 所内電気設備 

Section 10 感電・火災等の防止 

Article 114. 配線の感電または火災の防止 

配線について、施設場所の状況および電圧に応じ、感電または火災の

おそれがないように施設することを記述している。 

Article 115. 配線の使用電線 

配線に使用する電線は、使用上十分な強度および絶縁性能を有するこ

とを記述している。 

Article 116. 低圧電路の絶縁性能 

低圧電路において開閉器または過電流遮断器で区切られる電路の絶縁

抵抗値について記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 117. 所内に施設する電気機械器具の感電・火災等の防止 

所内に施設する電気機械器具について、充電部の露出や熱の発生によ

る火災の危険がなく、また、人体への危害を及ぼさないよう施設する

ことを記述している。 

Section 11 電気設備による他の配線、他の工作物への危険の防

止 

Article 118. 配線による他の配線または工作物への危険の防止 

他の配線・工作物に接近または交差して布設される配線は、混触によ

る感電や火災のおそれがないように施設することを記述している。 

Section 12 異常時の保護対策 

Article 119. 過電流からの低圧幹線等の保護措置 

低圧の幹線には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流を

保護するために過電流遮断器を施設することを記述している。 

Article 120. 電動機の過負荷保護 

屋内に施設する電動機には、当該電動機の過電流により火災が発生し

ないように過電流遮断器等を施設することを記述している。 

Article 121. 異常時における中圧移動電線および接触電線における電路の遮断 

中圧の移動電線および接触電線には、過電流が発生した場合に保護す

る過電流遮断器を施設することを記述している。 

Section 13 電気的・磁気的障害の防止 

Article 122. 電気機械器具または接触電線による無線設備への障害の防止 

電気機械器具および接触電線は、電波・高周波電流等が発生すること

による無線設備への障害をおよぼさないように施設することを記述し

ている。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Section 14 特殊場所における施設制限 

Article 123. 粉じんにより絶縁性能等が劣化する場所に施設する電気設備 

粉じんの多い場所に施設する電気設備は、絶縁性能等が劣化すること

による感電等のおそれがないように施設することを記述している。 

Article 124. 可燃性のガス等により爆発する危険のある場所への電気設備の施設の

禁止 

可燃性のガス等により爆発の危険のある場所に施設する電気設備は、

通常の使用状態において、爆発または火災のおそれがないように施設

することを記述している。 

Article 125. 腐食性のある場所への電気設備の施設の禁止 

腐食性のある場所への電気設備の施設は、腐食性のガスまたは溶液に

よる絶縁性能等の劣化に伴う感電または火災のおそれがないよう予防

措置を講じることを記述している。 

Article 126. 火薬庫内における電気設備の施設の禁止 

照明以外の電気設備は、火薬庫内に施設してはいけないことを記述し

ている。 

Chapter 14 電気の供給のための電気設備 

Section 15 感電・火災等の防止 

Article 127. 電線路の感電または火災の防止 

電線路には、施設場所の状況等に応じ、感電または火災のおそれがな

いように施設することを記述している。 

Article 128. 架空電線および地中電線の感電の防止 

低圧または中圧の架空電線および地中電線は、感電のおそれがないよ

う使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用することを記述

している。 

Article 129. 低圧電路の絶縁性能 

低圧電路の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流

の 1/2,000 を超えてはならないことを記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 130. 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止 

水力発電所における取扱者以外の者への危険表示および立ち入りの禁

止を記述している。 

Article 131. 架空電線路の支持物の昇塔防止 

架空電線路の支持物には、取扱者以外が容易に昇降できないようにす

ることを記述している。 

Article 132. 架空電線等の高さ 

架空電線等は、接触または誘導作用による感電のおそれがなく、かつ

交通に支障を及ぼさない高さに施設することを記述している。 

Article 133. 他人の電線等の作業者への感電の防止 

架空電線路の支持物は、他人の設置した電線路等を貫通して施設して

はいけないことを記述している。 

Article 134. 架空電線路からの静電誘導または電磁誘導による感電の防止 

高圧架空電線路は、静電誘導作用により人による感知の、または電磁

誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないよう施設することを

記述している。 

Section 16 他の電線、他の工作物への危険の防止 

Article 135. 電線の混触の防止 

電線路の電線または電力保安通信線は、他の電路と接近もしくは同一

の支持物に施設する場合は、接触・断線等によって生じる混触による

感電または火災のおそれがないように施設することを記述している。 

Article 136. 電線による他の工作物等への危険の防止 

電路が他の工作物と接近または交差する場合には、接触・断線等によ

って生じる感電または火災のおそれがないように施設することを記述

している。 

Article 137. 地中電線等による他の電線および工作物への危険の防止 

地中電線は、他の電線等と接近、または交差する場合には、アーク放

電等により他の電線を損傷するおそれがないように施設することを記

述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 138. 異常電圧による架空電線等への障害の防止 

高圧および低圧架空電線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高

圧の侵入により低圧側の電気設備に障害を与えないよう適切な処置を

講じることを記述している。 

Section 17 支持物の倒壊による危険の防止 

Article 139. 支持物の倒壊の防止 

架空電線路等の支持物の材料および構造は、倒壊のおそれがないよう

に安全なものであることが記述されている。 

Section 18 高圧ガス等による危険の防止 

Article 140. ガス絶縁機器等の危険の防止 

圧力を受ける部分の材料および構造は最高圧力に対して十分に耐え、

安全であること等、ガス絶縁機器等の施設方法を記述している。 

Article 141. 加圧装置の施設 

圧力を受ける部分は最高圧力に対して十分に耐え、安全であること等、

圧縮ガスを使用してケーブルに加圧する装置の施設方法について記述

している。 

Section 19 危険な施設の禁止 

Article 142. 油入開閉器等の施設の制限 

絶縁油を使用する開閉器等は、架空電線路の支持物に施設してはなら

ないことを記述している。 

Article 143. 屋内電路等の施設の禁止 

屋内を貫通する電線路、屋側・屋上および地上に施設する電線路は、

電気供給を受ける者以外の者の構内に施設してはいけないことを記述

している。 

Article 144. 連接引込線の禁止 

高圧および中圧の連接引込線は施設してはいけないことを記述してい

る。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 145. 電線路のがけへの施設の禁止 

電線路はがけに施設してはいけないことを記述している。 

Article 146. 高圧架空電線路の市街地における施設の禁止 

高圧架空電線路は、ケーブルの場合を除き、市街地へは施設してはい

けないことを記述している。 

Article 147. 市街地における高圧電線に添架する電力保安通信線と他の電力保安通

信線との接続の禁止 

市街地に施設する電力保安通信線は、高圧電線路の支持物に添架され

た電力保安通信線と接続してはいけないことを記述している。 

Section 20 電気的・磁気的障害の防止 

Article 148. 通信障害の防止 

電線路は、無線設備の機能に障害をおよぼす電波を発生するおそれが

ないように施設することを記述している。 

Section 21 供給支障の防止 

Article 149. 電気設備等の損傷による供給支障の防止 

発電機等は、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、電気

の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常を生じた場合に、自動

的にこれらを電路から遮断する装置を施設することを記述している。 

Article 150. 発電機等の機械的強度 

発電機等は、短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えることを記述し

ている。 

Article 151. 地中電線路の保護 

地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐えるように施設す

ることを記述している。 

Article 152. 高圧架空電線路の供給支障の防止 

高圧架空電線路は、市街地その他人家の密集する地域に施設してはい

けないことを記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 153. 高圧および中圧電線路の避雷器等の施設 

雷電圧による電気設備の損壊を防止するよう避雷器等を施設すること

を記述している。 

Article 154. 電力保安通信設備の施設 

発電所等には、電気の供給の支障を防ぎ、保安を確保するために電力

保安通信用電話設備を施設することを記述している。 

Article 155. 災害時における通信の確保 

電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナまたは反射板は、倒

壊により通信機能を損なうおそれがないように施設することを記述し

ている。 

Chapter 15 計測装置および保護装置 

Section 22 計測装置 

Article 156. 計測装置の施設目的 

電圧計・電流計等の計測装置の施設目的を記述している。 

Article 157. 水力発電所の計測装置 

圧力計・温度計等、水力発電所に施設する計測装置を記述している。 

Section 23 保護装置 

Article 158. 水車および発電機の保護装置 

水車および発電機の保護装置を施設することを記述している。 

Article 159. 一般電力用高圧変圧器の保護装置 

一般電力用高圧変圧器に保護装置を施設することを記述している。 

Article 160. ガス絶縁開閉装置の保護装置 

ガス絶縁機器において、絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合に警報

する警報装置を施設することを記述している。 
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電力技術基準細則(水力)案 概要版 

Article 161. 電路の地絡保護装置 

高圧および中圧電路には、地絡による事故･災害および波及の防止ため

に、電路を自動的に遮断する装置を施設することを記述している。 

Article 162. 高圧架空電線路の保護装置 

高圧架空電路には、地絡および短絡保護装置を施設することを記述し

ている。 

Article 163. 母線の保護装置 

母線には、地絡および短絡事故に対する保護装置を施設することを記

述している。 

Article 164. 水力発電所の保安警報装置 

遠方制御されている水力発電所には、故障が生じた場合に技術員駐在

所または制御所に警報する装置を施設することを記述している。 

Article 165. 主機運転停止の監視操作装置 

水力発電所には、水車および発電機の状態を監視するための監視操作

装置を施設することを記述している。 

Article 166. 負荷調整装置 

水力発電所には、負荷調整装置を施設することを記述している。 

Article 167. 変圧器消火設備 

170 kV を超える中性点直接接地電路に接続する変圧器の消火装置は、

自動起動とすることを記述している。 
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Part-4 審査および検査 

Chapter 16 一般事項 

Article 168. 定義 

審査および検査に関する用語のうち特別に使用されたものあるいは重

要なものについての定義を記述している。 

Article 169. 目的 

審査および検査が水力発電所の建設から運転維持にわたる品質と安全

性の確保を目的とすることについて記述している。 

Article 170. 一般事項 

発電事業者および許認可権者の責任や審査および検査の特徴について

記述している。 

Chapter 17 土木設備や水門鉄管設備に関する審査 
および検査 

Section 1 建設中検査 

Article 171. 一般事項 

建設中検査を構成する工事着手時検査、ダム基礎検査および貯水池初

期湛水前検査に関する特徴について記述している。 

Article 172. 工事着手時検査の範囲 

工事着手時検査の目的および実施に際しての留意点等について記述し

ている。 

Article 173. ダム基礎検査の範囲 

ダム基礎検査の目的および実施に際しての留意点等について記述して

いる。 

Article 174. 貯水池初期湛水前検査の範囲 

貯水池初期湛水前検査の目的、検査対象および実施に際しての留意点

等について記述している。 
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Section 2 完成時検査 

Article 175. 一般事項 

完成時検査の目的、種類等、一般事項について記述している。 

Article 176. 完成時検査の範囲 

完成時検査を構成する「運転前検査」および「運転時検査」の検査対

象等について記述している。 

Section 3 定期検査 

Article 177. 一般事項 

定期検査の目的、種類等、一般事項について記述している。 

Article 178. 定期検査の範囲 

定期検査の方法、検査対象等について記述している。 

Chapter 18 電気設備の試験および検査 

Section 1 一般事項 

Article 179. 試験および検査 

水力発電所の電気設備の試験・検査項目について記述している。 

Section 2 外観検査 

Article 180. 外観検査 

外観検査の目的および検査項目について記述している。 

Section 3 接地抵抗測定 

Article 181. 接地抵抗の測定方法 

接地抵抗の測定方法について記述している。 
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Section 4 絶縁抵抗測定 

Article 182. 絶縁抵抗の測定方法 

絶縁抵抗の測定方法について記述している。 

Article 183. 絶縁抵抗値 

低圧電路・中圧および高圧電路における絶縁抵抗値について記述して

いる。 

Section 5 絶縁耐力試験 

Article 184. 一般電力用変圧器の電路の絶縁耐力試験方法 

一般電力用変圧器の絶縁耐力試験方法について記述している。 

Article 185. 電気機械器具の電路の絶縁耐力試験方法 

電気機械器具の絶縁耐力試験方法について記述している。 

Section 6 機器動作試験 

Article 186. 水力発電所の機器動作試験 

水力発電所の電気機械器具・制御装置および保護装置の動作試験につ

いて、試験項目・試験方法および確認方法を記述している。 

Section 7 負荷試験 

Article 187. 負荷試験方法 

水力発電所の負荷試験方法について記述している。 
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